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【事例内容】

Ａ氏はある外資企業（以下、会社）

の従業員で、労働契約は2007年６月

30日で満了する契約となっている。

会社は同年５月29日、労働契約期限

満了後は契約を更新しない旨を口頭

でＡ氏に知らせた。双方は７月５

日、「Stand�Agreement�on�Ending

Employment（労働契約の解除に関す

る協議）」というタイトルを有する

英語協議に署名した。協議書のタイ

トルに「労働合同的解除協議」とい

う中国語の記載があることを除き、

その他の協議内容はすべて英語での

記述となっている。

協議内容には「Ａ氏は離職した後

も、引続き企業の商業秘密を保持し

なければならない。本協議締結後、

Ａ氏は現労働契約により規定される

期限満了日まで出勤し、会社は労働

契約の終了手続きに基づき、関連す

る後続法定義務を履行する」と定め

られている。

Ａ氏は同年７月16日、「会社によ

る労働契約の解除により、関連規定

に基づき、経済補償金の支払いが必

要となる」という理由で、労働仲裁

を申し立てた。

会社は「労働契約は期限満了に伴

う終了であるため、関連規定に基づ

き、Ａ氏に経済補償金を支払う必要

はない」と反論した。また、「Stand

Agreement�on�Ending�Employment」

について、会社は労働契約の終了が

その正しい中国語理解であり、かつ
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中国語と英語表記の不一致による
労働争議について
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協議内容をみれば、労働契約を解除

する意思に関する記載は存在しない。

さらに会社は５月29日、労働契約を

更新しない通知をＡ氏に通知してい

る。「労働合同的解除協議」という中

国語のタイトルは記述ミスであると

した。

Ａ氏はこれに対し、当該協議書は

企業により作成されたものであり、

タイトルに解除という明確な記載が

ある限り、労働契約の解除として取

り扱うべきである。たとえ記述ミス

だったとしても、企業はその責任を

負うべきであると主張した。

最終的に仲裁廷は、協議内容に基

づきＡ氏の主張を棄却した。

【弁護士コメント】

中国関連労働法令によると、労働

契約関係の終結方法には、労働契約

の解除と労働契約の終了とに大別され

ています。労働契約の解除は、労働契

約期限中であっても、何らかの法定事

由または約定事由により労働契約を終

結することを指しています。この場合、

解除理由に基づき、場合によっては経

済補償金を支払う必要があります。一

方、労働契約の終了は、労働契約の期

限満了に伴い労働契約を終結すること

を指しています。2008年以前の労働法

によると、この場合、経済補償金を支

払う必要はありませんが、労働契約法

の実施により、労働契約終了の際、勤

続年数に基づき経済補償金を支払う必

要が生じます。

また、協議書のタイトルにかかわら

ず、協議内容を検討した上記仲裁廷の

判決理念を評価します。一方、労働契

約の終了に関する、上記企業の軽率な

対応方式には賛成しません。今回のよ

うに、タイトルを記述ミスした場合は

言うまでもありません。契約期限は６

月30日に満了していますが、「労働合

同的解除協議は７月５日に締結してい

ます。もし、Ａ氏が７月１日以後会社

に出勤した証拠を提出した場合、事実

上、労働契約関係が成り立っているこ

とを示し、労働契約を終了することが

できなくなります。


